
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下 に配列した第１、第２の各収納部と、前記第１、第２の各収納部を

支持して第１の収納部と第２の収納部とを連結し、
回転支点で回転することにより前記第１、第２の各収納部の上下位置を

入れ換え可能に支持する収納部支持 転支点をその軸線と直角な向きに水平
移動できるように支持する摺動支持部と、前記第２の収納部をほぼ鉛直方向に移動させる
案内手段とを備えた昇降収納装置。
【請求項２】
　

【請求項３】
　前記案内手段は第２の収納部の背面近傍に設けたレール体に、第２の収納部の背部に設
けたスライド体を係合して構成した請求項１ 記載の昇降収納装置。
【請求項４】
　前記第１の収納部に固定棚を備え、前記第２の収納部に水平方向に移動自在な可動棚を
備えた 昇降収納装置。
【請求項５】
　前記請求項１～ のいずれか１項に記載の昇降収納装置を前面が開口したキャビネット
の内部に配設した昇降収納キャビネット。
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上下配置位置において、第１、第２の収納部の上下位置を入れ換えても、支持支点の軸
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または２に

請求項１～３のいずれか１項に記載の
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、上下に配列した２つの収納部を必要に応じてその上下位置をそれぞれの昇降
により入れ替えられる昇降収納装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　吊り戸棚は元来、デッドスペースとなりがちな高所空間を有効に利用するのに利用され
てきた。しかし、収納部が高所であるため踏み台等を用いないと物を自由に出し入れでき
ない。近時では、吊り戸棚などの高所に設置される収納部を昇降できるように支持し、物
の出し入れは下部位置で行い、収納は上部位置で行う昇降収納装置が提案され、実用され
ている。すなわち図９に示すように、収納部１０１を平行リンクに構成された支持アーム
１０２に支持させ、収納キャビネット１０３に内装させたものである。図中１０４は厨房
装置等の作業台である。参考文献としては特開平７－１４８０２９号公報、特開平７－１
４８０３１号公報他があげられる。
【０００３】
　しかし、このような昇降収納装置では、昇降する高さ距離が小さいためキャビネット１
０３をあまり高い位置に配置することができないという問題点があった。また、収納物に
より収納部１０１の重量が増したときに、上昇させるための操作に大きな力を加える必要
があり、非力な女性や子供が使用するのに難があった。そして、このような昇降収納装置
を図９のように厨房装置等の作業台上部に設置した場合では、収納部１０１はキャビネッ
ト１０３の手前側が下降位置となるので、収納部１０１を下降させた状態では流し台等の
作業台１０４での作業ができなくなるという課題があった。
【０００４】
　そこで、本出願人は新たに図１０、図１１のような昇降収納装置を提案した。すなわち
図の昇降収納装置は、互いに連携する連携手段を設けた２つの収納部を上下に配置するこ
とにより、上方の収納部を約１８０度の回動により降下させると、その勢いで下方の収納
部を上昇させて上下位置を入れ換えることができるというものである。具体的には、上下
に配列した第１の収納部１１１と第２の収納部１１２と、各収納部を支持支点１１３、１
１４で回転自在に支持して各収納部を連結し、支持支点１１３、１１４の間に設定した回
転支点１１５を中心として回転する支持部材１１６と、回転支点１１５をその軸線と直角
な向きに水平方向に移動できるように支持する摺動支持部１１７と、第１の収納部１１１
の背部にローラー１１８を設け、キャビネット１１９の背板１１９ａにローラー１１８を
当接させる構成としたものである。１２０は収納部１１２に設けられた把手である。
【０００５】
　この昇降収納装置は、使用者が把手１２０を握り、収納部１１２を前方に引き出すと、
収納部１１２を支持し、収納部１１１と連結させている支持部材１１６が回転支点１１５
を中心として回転するので、収納部１１２は上昇方向へ移動すると同時に収納部１１１を
下降方向へと移動させる。収納部１１１の背部に設けられたローラー１１８は背板１１９
ａに当接し、移動時における収納部１１１の後方への突出を許さない構成としているので
、支持部材１１６は回転支点１１５を摺動支持部１１７を介して前方へ移動させ、収納部
１１１、１１２の干渉を最小限に抑えながら入れ替え動作を完了する。
【０００６】
　この本提案による昇降収納装置により、昇降する高さ距離を従来より大きく取ることが
可能となり、より高い位置への設置が実現できると共に、各収納部の重量が増したときで
も、一方の収納部の下降の勢いによりもう一方の収納部を上昇方向への力を軽減すること
ができ、非力な女性や子供や高齢者にとっても使いやすい昇降収納装置を実現することが
可能となった。加えて１８０度の回動により収納部の収納箱体より前方への突出分がなく
なるので、収納部を下降させた状態での流し台等の作業台での作業が可能となるという効
果があった。
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【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　このような上下入れ換え式の昇降収納装置は、昇降上下移動により収納作業が飛躍的に
軽減されるが、収納量や収納部への物品出し入れ性についての向上がさらに求められてい
る。
【０００８】
　本発明は上下入れ換え収納機能を生かしながら、収納物品の収納効率や出し入れ性にも
優れた昇降収納装置を提供するものである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、本発明の昇降収納装置は、上下に配列した第１、第２の各収
納部において、水平移動と回転移動により昇降動作する第１の収納部のラック体には固定
棚を設け、鉛直方向に昇降動作する第２の収納部のラック体には前後方向に水平移動自在
な可動棚を設けている。
【００１０】
　上記構成によって、水平移動成分を有する第１の収納部は可動棚ではなく固定棚で、収
納作業において棚に水平力が加わらない仕様としているため、使い勝手に不具合は生じな
い。
【００１１】
　また第２の収納部は水平方向にスライド自在な可動棚を設けており、可動棚を出し入れ
させることにより収納物品の収納作業性が大きく向上する。ここで、第２の収納部は昇降
動作時における水平移動成分がないため可動棚の水平出し入れ操作に伴って収納部が動い
てしまうことがなく使い勝手を阻害するというようなことがない。
【００１２】
　そして、各収納部に配した固定棚や可動棚により、上下立体的に物品を収納することが
できるので、収納量の向上や分別収納性が促進される。
【００１３】
　これにより、上下入れ換え収納機能の利便性を生かしながら、収納効率や作業性に優れ
た収納装置を実現することができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
　本発明の請求項１にかかる昇降収納装置は、上下 に配列した第１、第２の各収
納部と、前記第１、第２の各収納部を 支持して第１の収
納部と第２の収納部とを連結し、 回転支点で回転することに
より前記第１、第２の各収納部の上下位置を入れ換え可能に支持する収納部支持手

転支点をその軸線と直角な向きに水平移動できるように支持する摺動支持部と、一
方の収納部をほぼ鉛直方向に移動させる案内手段とを備えたものである。
【００１５】
　そして、第１の収納部を手前に引き出すと第１の収納部は支持支点が支持アームの回転
支点を中心として前方に回動されるので、第２の収納部は支持支点が後方に回動しようと
するが、第２の収納部は鉛直方向に移動させる案内手段により垂直方向へ案内をするので
、支持アームが回動する動作でその回転支点を摺動支持部内で水平方向に押し出しながら
、第２の収納部は第１の収納部の回動に伴って垂直方向に移動するため、第１の収納部と
第２の収納部上下位置をスムーズに入れ換えることができる。
【００１６】

【００１７】
　本発明の請求項 にかかる昇降収納装置は、案内手段を第２の収納部の背面近傍に設け
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　本発明の請求項２にかかる昇降収納装置は、上下配置位置において、第１、第２の収納
部の上下位置を入れ換えても、支持支点の軸がほぼ垂直位置に配列する構成であり、これ
により収納部を上下入れ換えても収納部が収納箱体より前方への突出することがない。
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たレール体に、第２の収納部の背部に設けたスライド体を係合して構成した案内手段を備
えており、これにより第２の収納部の水平姿勢を保持する作用と、それを鉛直方向に案内
する二つの作用をシンプルな構造で可能とすると共に、収納部の重心が前方に移動して支
持支点を中心に収納部のラック体を回転させようとするモーメントをレール体がしっかり
と支持するため、極めて強度の高い昇降収納装置を実現させることができる。
【００１８】
　本発明の請求項 にかかる昇降収納装置は、第１の収納部に固定棚を備え、第２の収納
部に水平方向に移動自在な可動棚を備えており、上記構成から明らかなように各収納部に
棚を設置し、収納物品を上下多段に高密度に立体収納させることにより、収納効率が向上
する。また第２の収納部の棚を前後にスライド自在とすることにより、奥行の深い物品の
収納や前後に配列させた物品の出し入れ性が向上する。
【００１９】
　また第２の収納部に物品を収納する際、スライド自在な可動棚を前後水平にスライドさ
せても、第２の収納部は鉛直方向にのみ昇降動作が規制されているため、これに伴って収
納部が移動してしまうことがなく、収納作業に支障が生じることはない。
【００２０】
　一方、第１の収納部はスライド自在な可動棚を配せず固定棚としているので、水平移動
と回転移動の合成運動による昇降動作をなす第１の収納部であっても棚が動くような心配
がなく収納作業が行える。
【００２１】
　本発明の請求項 にかかる昇降収納キャビネットは、本発明の昇降装置を前面が開口し
たキャビネットの内部に配設することにより、キャビネット内の収納作業が上下立体的な
収納が可能となり、収納目的に応じて適宜、棚の設置段数を設定すれば、収納量の向上や
分別収納性が促進される。
【００２２】
【実施例】
　以下、本発明の実施例について図面を用いて説明する。
【００２３】
　（実施例１）
　図１～図７は本発明の実施例１を示す。
【００２４】
　まず実施例１が採用している昇降機構を、図１～図５を用いて説明する。
【００２５】
　図１は本発明の実施例１における昇降機構の説明のための側方断面図である。図２は同
実施例における昇降機構の正面要部断面図である。図３は同実施例における昇降機構のキ
ャビネットを除いた状態における斜視図である。図４は一方の昇降機構を正面から見た要
部断面図である。図５（ａ）～（ｇ）は同実施例における昇降機構の入れ替え動作順序を
説明する側方断面図である。
【００２６】
　図１が示すように、昇降機構１は、第１の収納部２の支持支点Ｐ１と第２の収納部３の
支持支点Ｐ２との間を連結する支持アーム４からなる収納部支持手段と、収納部２、３を
その上下配置位置において収容し前面を開口したキャビネット５の両側板に取り付けられ
て前記支持アーム４の回転支点Ｏを水平方向に移動自在に支持する摺動支持部６と、第１
の収納部２を回転角度にかかわらず一定の水平姿勢に維持する第１の収納部の姿勢規制手
段７と、第２の収納部３の水平姿勢を維持しその昇降時の移動経路を鉛直方向に規制する
案内手段８とを備えている。そして上記案内手段８を構成する断面がコの字型のガイドレ
ール９ａはキャビネット５の背面に取り付けられ、ガイドレール９ａは第２の収納部３の
背部の上下に設けられたガイドローラー９ｂを受け入れて前後の移動を阻止し、収納部３
を垂直方向にだけ動くように案内する。
【００２７】
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　以上の昇降機構１は図２に示すように、左右対称位置に昇降機構１Ｌ、１Ｒとして配備
され、各支持アーム４Ｌ、４Ｒの各回転支点Ｏ間は連結軸１０で連結され、左右の昇降機
構１Ｌ、１Ｒが同期して動作するように構成されている。これにより第１、第２の各収納
部２、３は左右が一体に支持され、収納物の片寄りにより荷重が左右でアンバランスな状
態でも、ねじれたり傾くようなことがなく、左右の動きに差が生じるようなことが解消さ
れる。
【００２８】
　図４に示す昇降機構１Ｌを例にしてさらに説明すると、支持アーム４Ｌはその回転支点
Ｏに対応する中間部で連結軸１０で連結され水平移動軸１１Ｌによりキャビネット１２の
側板内面に回動自在に支持され、水平移動軸１１Ｌはその上下に配したローラ１３ａ，１
３ｂを摺動支持部６Ｌの上下にコの字状の断面形状に形成された凹部に装入させ、摺動支
持部６Ｌを水平方向に円滑に移動できるようにされている。また、水平移動軸１１Ｌの先
端には固定プーリ１４Ｌが回転支点Ｏと同心で固定されている。
【００２９】
　支持アーム４Ｌの両端部の支持支点Ｐ１，Ｐ２位置に固定された軸１５Ｌａ、１５Ｌｂ
にはそれぞれ回転プーリ１６Ｌと回転輪１７Ｌが同心で回動自在に装着され、この回転プ
ーリ１６Ｌには第１の収納部２が、回転輪１７Ｌには第２の収納部３が、それぞれ側板２
Ｌ、３Ｌのほぼ中央部で固定支持されている。
【００３０】
　上記の固定プーリ１４Ｌと回転プーリ１６Ｌは同径寸法に設定され、両者間にはタイミ
ングベルト１８が掛け渡され、第１の収納部の姿勢規制手段７を構成している。
【００３１】
　ここで、昇降機構１による各収納部２、３の昇降動作について図５の（ａ）～（ｇ）に
基づき説明する。
【００３２】
　図５の（ａ）に示すようにキャビネット５に収納された第１の収納部２と第２の収納部
３との上下位置を入れ換えるときには、ガイドローラー９ｂを持たない第１の収納部２の
操作ハンドルＡを手前に引き出す。すると第１の収納部２は支持支点Ｐ１が支持アーム４
の回転支点Ｏを中心として前方に回動されるので、第２の収納部３は支持支点Ｐ２が後方
に回動しようとするが、第２の収納部３側はガイドレール９ａが、ガイドローラー９ｂに
かかる力を受け止め、ガイドローラー９ｂ垂直方向へ案内をするので、支持アーム４が回
動する動作でその回転支点Ｏを摺動支持部６内で水平方向に押し出しながら、図５（ｂ）
～（ｄ）に示すように第２の収納部３は第１の収納部２の回動に伴って垂直方向に上昇す
る。
【００３３】
　図５（ｄ）に示す状態からさらに第１の収納部２を回動させると、前記と反対に支持ア
ーム４の回動支点Ｏは元の位置に戻る方向に引き寄せられ、図５の（ｅ）～（ｆ）に示す
ように、第１の収納部２は回動しつつキャビネット５内の下方に進入して行くのに連動し
て、第２の収納部３は垂直方向にさらに上昇し、図５の（ｇ）に示すように第１の収納部
２が第２の収納部３が元配列されていた下方位置に入ったとき、第２の収納部３は第１の
収納部２が元配列されていた上方位置に上昇して、第１の収納部２と第２の収納部３との
配列位置が上下入れ替わる。
【００３４】
　図５の（ｇ）に示す状態から第１の収納部２を引き出し、上記操作と逆方向に回動させ
ると、第２の収納部３は垂直方向に下降し、図５の（ｆ）～（ａ）の逆動作でそれぞれ元
の配列位置に復帰させることができる。
【００３５】
　このような各収納部２、３の上下入れ替え動作において、第１の収納部２は支持アーム
４によって支持支点Ｐ１に１軸で回動自在に支持されているので、支持支点Ｐ１に対する
第１の収納部２の重心のずれや第１の収納部２の回動操作により水平姿勢が傾こうとする
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。ここで第１の収納部２に固定支持されている回転プーリ１６は回転支点Ｏにある固定プ
ーリ１４との間でタイミングベルト１８が掛け渡され、滑りのない形で回転連動している
。今、回転プーリ１６と固定プーリ１４は同径に設定しており、タイミングベルト１８は
第１の収納部２が回動して支持アーム４の支持角度が変化する方向と逆の方向に同角度だ
け第１の収納部２を回転させる働きを営み、結果として第１の収納部２は常にその水平姿
勢を維持することができる。
【００３６】
　次に前記の昇降機構をベースに、収納部に収納用の棚を配した本発明の実施例１を図６
、図７を用いて説明する。
【００３７】
　なお、図６（ａ）～（ｇ）は本実施例における入れ替え動作順序を説明する側方断面図
である。図７は同実施例における昇降収納装置の正面要部断面図である。
【００３８】
　第１と第２の収納部２、３は前面を開口したラック体で構成され、第１の収納部２には
棚１９がそのラック体の両側面に取り付けられた棚受け２４上に載置設置されている。
【００３９】
　第２の収納部３には水平前方に引き出し自在な可動棚２０が設けられており、可動棚２
０はそのラック体の両側面に取り付けられたスライドレール２１上に支持されて可動する
ようになっている。
【００４０】
　各収納部に配した棚１９や可動棚２０により、上下立体的な収納が可能となり、収納目
的に応じて適宜、棚の設置段数を設定すれば、収納量の向上や分別収納性が促進される。
【００４１】
　ここで第２の収納部３の可動棚２３を引き出し、収納物品２２ａ、２２ｂを出し入れし
ようとするとき、第２の収納部３の昇降動作は案内手段８により鉛直方向に規制され水平
移動成分がないため、可動棚２０の水平方向操作力に伴い、収納部３が動いてしまうこと
がない。
【００４２】
　可動棚２０を引き出すことにより、奥行の深い収納物品２２ａの出し入れが容易になり
、また小物品２２ｂを前後に配列して出し入れする場合なども、前方の収納物品が邪魔に
ならない。
【００４３】
　また図６（ｇ）の様に可動棚２０が引き出された状態で、ここに重い収納物品２３が積
載されると、第２の収納部３の重心は支持支点Ｐ２よりかなり前方に移動し、収納部３の
ラック体を前方に回転移動させようとするモーメントが働くが、ガイドレール９ａは収納
部３のラック体の回転と移動を阻止すると共に、水平姿勢をしっかりと維持する。また、
ガイドレール９ａを剛性の高いものとし、これに係合するガイドローラー９ｂの上下間距
離ｈを大きく取れば、極めて構造がシンプルで収納荷重に対する耐久強度の優れたものに
することができる。
【００４４】
　第１の収納部２の昇降動作は、水平運動と回転運動の合成された動作からなっているた
め、収納部２に水平力を与えたり、支持支点Ｐ１に対する重心が前方に大きくずれたりす
ると収納部２は移動し、図６（ａ）（ｇ）の収納作業位置での停止ができなくなる。
【００４５】
　ここで第１の収納部２では棚受け上に載置するスタイルの棚１９としているため、上記
の様な使い勝手上の不具合を回避することができる。
【００４６】
　なお、本実施例では棚１９は棚受け２４により着脱自在で上下位置調整が可能な形態と
しているが、ビス等により収納部２のラック体に固着する構成としても、本願発明の目的
を達成できるものである。
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【００４７】
　（実施例２）
　次に、本発明の実施例２の昇降収納装置を図８を用いて説明する。
【００４８】
　なお、図８（ａ）～（ｇ）は本発明の実施例２の昇降収納装置を示す側方断面図である
。なお、実施例１と同一符号のものは同一構造を有し、説明は省略する。
【００４９】
　本実施例２において実施例１と異なる点は、第２の収納部３の水平姿勢保持と鉛直方向
への案内手段８の構成である。ここでは水平姿勢保持手段として第１の収納部２と同様の
タイミングベルト１８を使った方式をとっており、鉛直方向へ移動を規制する手段として
リンク２５を使用している。リンク２５は一方端２５ａをキャビネットの側面１２に回転
自在に連結し、また他方端２５ｂを支持アーム４上に回転自在に連結し、第２の収納部３
の移動経路をほぼ鉛直方向に規制している。
【００５０】
　図８の（ａ）から（ｄ）に向けて第１の収納部２を前方に引き出し、支持アーム４を回
転させていくと、リンク２５の突っ張り作用で回転支点Ｏは前方に移動し、（ｄ）から（
ｇ）に向けてはリンク２５の引っ張り作用により回転支点Ｏは後方に移動し、このとき支
持支点Ｐ２はほぼ鉛直方向に近い軌跡で案内される。
【００５１】
　第１の収納部２の固定棚１９と第２の収納部３の可動棚２０は実施例１と同じで、同様
に収納作業性に優れた昇降収納装置を実現することができる。
【００５２】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明の請求項１記載の昇降収納装置は、収納物品を上下多段に高
密度に立体収納させることにより、収納効率を向上させることができ、空間の有効活用が
促進される。また棚を前後にスライド自在とすることにより、奥行の深い物品の収納や前
後に配列させた物品の出し入れ性が向上する。また、この可動棚を、昇降動作の際に水平
移動成分を持たない第２の収納部側に設けることにより、可動棚の前後スライド動作に伴
って収納部そのものが移動してしまうことがなく、収納作業に支障が生じることはない。
【００５３】
　一方、第１の収納部はスライド自在な可動棚を配せず固定棚としているので、水平移動
と回転移動の合成運動による昇降動作をなす第１の収納部であっても棚が動くような心配
がなく収納作業が行える。
【００５４】
　

【００５５】
　また、請求項 記載の昇降収納装置は、第２の収納部の水平姿勢を保持する作用と、そ
れを鉛直方向に案内する二つの作用がシンプルな構造で可能となると共に、第２の収納部
に設けられた可動棚を引き出した時、収納部の重心が前方に移動して支持支点を中心に収
納部を回転させようとするモーメントをレール体がしっかりと支持するため、極めて強度
の高い昇降収納装置を実現させることができる。
【００５６】
　このように、本発明によれば、各収納部の昇降動作特性に最適な収納形態を構成し、極
めて使い勝手が良く収納効率の高い昇降収納装置が実現可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施例１における昇降収納装置の側方断面図
【図２】　図１の昇降収納装置の正面要部断面図
【図３】　図１の昇降収納装置の斜視図
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また、請求項２記載の昇降装置は、収納部の上下位置を入れ換えても、支持支点の軸が
ほぼ垂直位置に配列する構成であり、これにより収納部を上下入れ換えても収納部が収納
箱体より前方への突出することがない。

３



【図４】　図２の一方の昇降機構を正面から見た要部断面図
【図５】　（ａ）～（ｇ）は本発明の実施例１における昇降収納装置の入れ替え動作順序
を説明する側方断面図
【図６】　（ａ）～（ｇ）は本発明の実施例１における昇降収納装置の入れ替え動作順序
を説明する側方断面図
【図７】　同実施例１における昇降収納装置の正面要部断面図
【図８】　本発明の実施例２における昇降収納装置の入れ替え動作順序を説明する側方断
面図
【図９】　従来の昇降収納装置を示す側方断面図
【図１０】　本出願人の提案する昇降収納装置を示す側方断面図
【図１１】　（ａ）～（ｇ）は同昇降収納装置の入れ替え動作順序を説明する側方断面図
【符号の説明】
　１　昇降機構
　２　第１の収納部
　３　第２の収納部
　４　支持アーム（収納部支持手段）
　５　キャビネット
　６　摺動支持部
　７　姿勢規制手段
　８　案内手段
　１９　固定棚
　２０　可動棚
　９ａ　レール体
　９ｂ　スライド体
　Ｏ　回転支点
　Ｐ１　第１の収納部の支持支点
　Ｐ２　第２の収納部の支持支点
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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